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登校による対面講義の再開について（お知らせ）

本学院では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、学院内での集団感染発生を防止するため、

4 月 11 日（土）から遠隔講義を用いた「在宅学習」を実施してきました。その後の感染拡大の状況を総

合的に判断しながら、4月 16 日（木）と 5月 1日（金）に期間延長を決定、5月 4 日（月）に政府から

発表された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等を受けて、新潟県知事が使用

停止等の協力要請を行う施設から、大学・専修学校等を含む「学校」が対象外となったことから、地域

の感染状況や在学生の事情を踏まえながら、感染防止対策を徹底したうえで、在宅学習を段階的に解除

することを 5月 12 日（火）に決定し、5月 18 日（月）から週 2 回程度の分散登校を実施してきました。

この間、学生の皆さん、並びに保護者の皆様には、分散登校と種々の感染予防対策にご理解とご協力を

いただきましたことに深謝いたします。

分散登校の期間が長期化することは、医療系専修学校の特徴である臨地実習の日程を極端に圧迫する

ことや、新入生をはじめとした学生の皆さんの精神的負担増など悪影響を及ぼすことから、地域の感染

状況、自粛要請緩和の状況、学生の皆さんと教職員の感染予防意識の定着度等を総合的に判断し、下記

のとおり 6 月 22 日（月）から登校による対面講義を再開することを決定しましたのでお知らせいたし

ます。

記

１ 再開時期について

6 月 22 日（月）から全学科全学年を対象に対面講義を再開します。

必要な感染予防対策を講じたうえで、在宅学習や分散登校により実施することができなかった、演習、

実習をはじめとした教育活動、並びに学生指導等も実施します。

２ 感染予防対策について

別添の「新型コロナウイルス感染症予防対策」を学生の皆さん、教職員が遵守することとします（配

付、ホームページに掲出して周知）。

３ その他

対面講義の再開後も懸念されている第２波への備えとして、一部で遠隔講義を限定的に実施する他、

感染状況等により、在宅学習及び分散登校（変則時間割編成を含む）を再度実施することがあります。

その際には可及的速やかに情報を取りまとめて学院ホームページに掲出するとともに、一斉メール等で

周知いたしますので、学院からの各種連絡は必ず確認してください。

新型コロナウイルス感染症の撲滅は、学生の皆さん一人ひとりの行動にかかっています。学生の皆さ

んには医療職に就く学生としての自覚を持っていただき、不顕性感染（知らないうちに拡めてしまう危

険性）を認識し、少しでも距離を取って「密を避ける」意識を持つことで学院全体の感染予防意識向上

を図っていきましょう。また、繰り返しのお願いになりますが、学院内だけでなく、日常生活において

も「身体的距離確保」、「マスク着用」、「手洗い」の励行、「新しい生活様式」の実践、日々の健康管理

と毎朝の検温実施など、感染予防に努めてください。引き続き感染拡大防止を意識した行動を、切にお

願いいたします。

以 上


